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◇ 大学評価・学位授与機構が行う大学評価 

 

 

１ 評価の目的 

 大学評価・学位授与機構（以下「機構」）が行う評価は，

大学及び大学共同利用機関（以下「大学等」）が競争的環

境の中で個性が輝く機関として一層発展するよう，大学

等の教育研究活動等の状況や成果を多面的に評価するこ

とにより，その結果を，①大学等にフィードバックし，

教育研究活動等の改善に役立てるとともに，②社会に公

表することにより，公共的機関としての大学等の教育研

究活動等について，広く国民の理解と支持が得られるよ

う支援・促進していくことを目的としている。 

 

２ 評価の区分 

 機構の行う評価は，今回報告する平成 14 年度着手分ま

でを試行的実施期間としており，今回は以下の３区分で

評価を実施した。 

(1) 全学テーマ別評価（国際的な連携及び交流活動） 

(2) 分野別教育評価（人文学系，経済学系，農学系，

総合科学） 

(3) 分野別研究評価（人文学系，経済学系，農学系，

総合科学） 

 

３ 目的及び目標に即した評価 

 機構の行う評価は，大学等の個性や特色が十二分に発

揮できるよう，教育研究活動等に関して大学等が有する

目的及び目標に即して行うことを基本原則としている。

そのため，目的及び目標が，大学等の設置の趣旨，歴史

や伝統，規模や資源などの人的・物的条件，地理的条件，

将来計画などを考慮して，明確かつ具体的に整理されて

いることを前提とした。  

 
 

○ 分 野 別 教 育 評 価 「 農 学 系 」 に つ い て

 
１ 評価の対象組織及び内容 

 今回の評価は，設置者から要請があった大学の学部及

び研究科（以下「対象組織」）を対象とし，学部，研究科

のそれぞれを単位として実施した。 

 評価は，対象組織の現在の教育活動等の状況について，

原則として過去５年間の状況の分析を通じて，次の６項

目の項目別評価により実施した。 

 (1) 教育の実施体制 

 (2) 教育内容面での取組 

 (3) 教育方法及び成績評価面での取組 

 (4) 教育の達成状況 

 (5) 学習に対する支援 

(6) 教育の質の向上及び改善のためのシステム 

 

２ 評価のプロセス 
(1) 対象組織においては，機構の示す要項に基づき自

己評価を行い，自己評価書（根拠となる資料・デー

タを含む。）を平成 15 年７月末に機構へ提出した。 

(2) 機構においては，専門委員会の下に評価チームを  

編成し，自己評価書の書面調査及び対象組織への訪  

問調査を実施した。 
  なお，評価チームは，各対象組織により，教育目

的及び目標に沿って評価項目の要素ごとに独自に設

定された観点に基づき分析を行い，その分析結果を

踏まえ，要素ごとに教育目的及び目標の実現に向け

た貢献（達成又は機能）の程度を判断し，それらを

総合的に判断した上で評価項目全体の水準を導き出

した。 
(3) 機構は，これらの調査結果を踏まえ，その結果を

専門委員会で取りまとめた上，大学評価委員会で評

価結果を決定した。 

(4) 機構は，評価結果に対する意見の申立ての機会を  

設け，申立てがあった対象組織について，平成 16

年３月の大学評価委員会において最終的な評価結果

を確定した。 

 

３ 本報告書の内容 

 ｢Ⅰ 対象組織の現況及び特徴｣，｢Ⅱ 教育目的及び目

標｣及び「特記事項」欄は，対象組織から提出された自己評

価書から転載している。 

 「Ⅲ 評価項目ごとの評価結果」は評価項目ごとに，貢

献（達成及び機能）の状況を要素ごとに記述している。 

 また，当該評価項目の水準を，これらの状況から総合的

に判断し，以下の５種類の「水準を分かりやすく示す記述」

を用いて示している。 

・十分に貢献（達成又は機能）している。 
・おおむね貢献（達成又は機能）している。 
・相応に貢献（達成又は機能）している。 

・ある程度貢献（達成又は機能）している。 

・ほとんど貢献（達成又は機能）していない。 

 なお，これらの水準は，対象組織の設定した教育目的及

び目標に対するものであり，相対比較することは意味を持

たない。 

 また，評価項目全体から見て特に重要な点を，「特に優

れた点及び改善点等」として記述している。 

 ｢Ⅳ 評価結果の概要｣は，評価結果を要約して示してい

る。 

 ｢意見の申立て及びその対応｣は，評価結果に対する意

見の申立てがあった対象組織について，その内容を転載

するとともに，それへの機構の対応を示している。 

 

４ 本報告書の公表 
 本報告書は，対象組織及びその設置者に提供するとと

もに，広く社会に公表している。  

○大学評価・学位授与機構が行う大学評価について 
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（１） 機関名 島根大学 

（２） 研究科名 生物資源科学研究科（修士課程） 

（３） 所在地 島根県松江市西川津町 1060 

（４） 学科構成 

     生物科学専攻 
     生態環境科学専攻 
     生命工学専攻 
     農業生産学専攻 
     地域開発科学専攻 
（５） 学生数及び教員数 

     ①学生数     122 名 

     ②教員数      86 名 

 

 

２．特徴 

 

島根大学大学院生物資源科学研究科は平成 12 年４月

に，生物資源科学部を基礎として発足した。本研究科を

構成する５専攻のうち，生物科学専攻はそれまでの理学

研究科生物学専攻を継承しており，その他の４専攻は農

学研究科を継承している。新たに設置された本研究科は

「21 世紀の地球が抱える食糧不足，資源・エネルギーの

枯渇，自然環境の破壊，地域社会の崩壊などの諸問題を，

生物，生態，生命，生産，生活を包含するライフを総合

的に科学することによって，人間と自然が共存・共生で

きる社会を生み出す」という学部創設の理念の上に立ち，

更に高度な科学技術を探求することを通して「柔軟な応

用力をもつ高度技術者」及び「独創的な発想をもつ研究

者」を育成することを目指している。本研究科を構築す

るに当たり工夫した点が幾つかある。  

第一点は，セメスター制を導入したことである。修学

の２年間を４期に分け，それぞれ独立した教育課程を設

定することにより，10 月に入学した大学院生もスムース

に教育を受けることができる。これによって，留学生や

社会人の受け入れがさらに容易になった。 

第二点は，柔軟な応用力をもつ高度技術者を育成する 

 

「特別研究コース」と，独創的な発想をもつ研究者を育

成する「課題研究コース」の２つのコースを設定したこ 

とである。大学院生は自分の将来目標に沿って，いずれ 

かのコースを第３セメスターにおいて選択することがで

きる。社会が要求する多様な人材の育成に応えるもので

ある。 

 第三点は，カリキュラムの上でも工夫を凝らしたこと

である。例えば研究を遂行する上で必要な基礎技術や科

学者倫理を学習してもらうため「科学研究方法論」を研

究科共通の必修科目として設定した。また，他専攻の学

問分野にも触れて広い視野を養うため「専攻共通科目」

を必修科目として設けた。その他，高度技術者を目指す

大学院生には，学外の企業や研究所で実地に研修を受け

る「体験実習」という科目を課すことにした。 

 第四点は，本研究科には留学生特別コース（定員：国

費５名，私費３名）が置かれており，秋季に受け入れ，

授業は英語で行われる。特に発展途上国からの留学生を

受け入れることによって，先端的な生物生産技術を伝え

普及することができる。また，英語の授業は日本人学生

も受講ができ，国際的な視野と能力をもった大学院生を

育成することに努めている。  

更に高度な研究を志向する大学院生については，鳥取

大学，山口大学及び島根大学で構成された連合農学研究

科（博士課程）へ進学することができる。また，研究科

の教育を支える施設としては，附属生物資源教育研究セ

ンターのほか，遺伝子実験施設・ＲＩセンターをはじめ，

附属図書館，総合情報処理センター，機器分析センター，

汽水域研究センター，地域共同研究センター等がある。 

 本研究科が所在する島根県は農林水産業を基幹産業と

しており，これらの生物産業の振興に果たす本研究科の

教育・研究上の役割はきわめて重要であり，地域の期待

も大きい。さらに，中海・宍道湖といった汽水域をはじ

めとする豊富で多様な自然環境の保全や，過疎や高齢化

などの深刻な問題を抱える中山間地域への取組に対して

も，地域社会の期待は大きいものがある。また，島根県

は日本海に面し，韓国・中国などの北東アジア地域との

経済や文化面での交流が盛んであるが，本研究科でもこ

れらの地域をはじめとする外国の大学との教育及び研究

面での交流も活発に進められており，留学生を積極的に

受け入れている。 

Ⅰ 対象組織の現況及び特徴 ※ 対象組織から提出された自己評価書から転載 

１．現況 
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生物資源科学研究科の教育理念は，21 世紀における地

球規模の課題，特に人間活動と自然環境を調和させる科

学技術を“ライフを総合的に科学する”立場から深く広

く探求することを通して，豊かな地域社会・国際社会の

創造に貢献する高度な知識と技術をもった技術者及び独

創力のある研究者を育成することである。教育活動を実

施する上での全体的な意図を以下に示す。 
Ａ）教育活動等に必要な組織編成及び人的･物的資源 
（１）教員組織は学部を基盤として，21 世紀の地球規模

の課題を“ライフを総合的に科学する”立場から多面的・

総合的に探求し教育できるように編成する。 
（２）建物，実習施設，教育設備等の教育環境を最新の

ものに改善・整備する。 
Ｂ）学生受け入れの基本的な方針 
（３）求める学生像を明確に示し，意欲と適性を兼ね備

えた学生を受け入れる。 
（４）発展途上国を中心とした留学生を数多く受け入れ，

国際社会への貢献を図る。 
（５）入学者選抜方法の改善を図る。 
Ｃ）提供する教育内容及び方法の基本的な性格 
（６）先端技術に柔軟に対応できる発想と応用力を備え

た高度技術者の育成を目指すコースを設定し，実践力の

強化を図る。 
（７）新しい研究分野を開拓できる柔軟で独創的な研究

者を育成することを目指すコースを設定し，研究能力の

向上を図る。 
（８）広い視野と科学者倫理を備え，国際的な場で活躍

できる技術者・研究者を育成する。 
（９）大学院生の成績評価に関する基本方針を定める。  
D）学習支援の基本的な方針 
（10）学生の自主的学習のための設備を整備し，生活面

での困難に対してきめ細かく助言・援助する体制を整え

る。 
E）養成しようとしている人材像などの期待している教

育成果 
（11）21 世紀の地球的課題に“ライフを総合的に科学す

る”立場から取り組む高度技術者及び独創力のある研究 

 
者を育成する。 
（12）発展途上国の諸課題に積極的に取り組む高度技術 

者及び研究者を育成する。 
 

２．教育目標 

 
（１）教育の実施体制は基本的に学部組織をベースにし

ながら，遺伝子実験施設や汽水域研究センターの教員も

参加させる。              ［目的（１）］ 
（２）教育環境の改善のため，建物の新築・改修，実験 

圃場の整備，教育設備を充実させる。    ［目的（２）］ 

（３）大学院生受け入れのため，研究科の教育理念及び 

アドミッション・ポリシーを明確にするとともに，各種

の広報手段を用いて周知徹底を図る。 ［目的（３）・（４）］ 
（４）留学生を対象として英語で授業するコースを設 

け，言語上の障壁を低くする。       ［目的（４）］ 
（５）セメスター制をとることにより，入学できる機会 

を増やす。             ［目的（３）・（４）］ 
（６）入試情報はできるだけ公表するとともに，その実 

施に当って問題が発生しないように，充分なチェック 

体制を構築する。            ［目的（５）］ 
（７）研究科に入った学生は直ちに主指導教官・副指導 

教官を決め，研究指導だけでなく，勉学・進路・生活面

でも指導・助言する体制を構築する。また，学生の自主

的学習のためのスペースを整備する。 
         ［目的（６）・（７）・（10）・（11）・（12）］ 

（８）第３セメスターでは，高度技術者養成のための 

「特別研究コース」と研究者養成のための「課題研究コ

ース」のいずれかを選択させ，学生の目的に沿った学習

ができるようにする。  ［目的（６）・（７）・（11）・（12）］ 

（９）高度技術者や研究者として基本的に修得しなけれ

ばならない基礎技術と科学者倫理及び専門分野以外での

学問の発展状況を教育する科目を研究科全体で担当し，

充実を図る。    ［目的（６）・（７）・（８）・（11）］ 

（10）授業・演習等にできるだけ英語を取り入れ，国際 

的な場で活動できる人材を育成する。 

           ［目的（６）・（７）・（８）・（12）］ 

（11）大学院生の成績評価に関する基本方針を審議する 

作業グループを設け，立案・実施する。 ［目的（９）］ 

Ⅱ 教育目的及び目標 ※ 対象組織から提出された自己評価書から転載 

１．教育目的 
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この項目では，対象組織における「教育の実施体制」

について，「教育実施組織の整備に関する取組状況」，「教

育目的及び目標の趣旨の周知及び公表に関する取組状

況」及び「学生受入方針（アドミッション・ポリシー）

に関する取組状況」の要素ごとに教育目的及び目標の実

現に向けた貢献の程度を判断し，それらを総合的に判断

した上で項目全体の貢献の程度を評価し，水準を導き出

したものを示している。また，特に重要な点を「特に優

れた点及び改善点等」として示している。 
 

 
◇目的及び目標の実現への貢献度の状況  
 
【要素１】教育実施組織の整備に関する取組状況  

専攻の構成について，専攻を２～３の大講座で編成し，

基礎的学問分野から先端的分野や環境科学などの学際的

分野までの幅広い教育・研究を行うことを可能としてい

る構成は，相応である。 
教員組織の構成について，年齢構成は妥当である。教

員の採用・昇任に当たっては，研究科教員資格審査委員

会で厳正な審査を行い，主指導教員資格者と指導教員資

格者に分ける基準を設定している。これらの取組は，教

育目標を達成するための教育組織の充実という観点から，

相応である。 

 
【要素２】教育目的及び目標の趣旨の周知及び公表

に関する取組状況  
学生，教職員及び学外者に対する周知については，研

究科学生募集要項や研究科推薦入学者募集要項，研究科

特別選抜学生募集要項，生物資源科学研究科パンフレッ

ト，大学案内，生物資源科学研究科ホームページ等への

掲載，入学時のオリエンテーション時の口頭説明などが

なされており，相応に周知・公表されている。 

学外者に対する公表の方法については，教育目的及び 
目標が各種刊行物，ホームページで紹介され，相応であ 
る。諸外国への公表について，留学生特別コース学生募

集要項等が各国の大学，在外公館を通じて，配布・公表 

 
されていることは特筆すべき取組である。 
 
【要素３】学生受入方針（アドミッション・ポリシー）

に関する取組状況  
学生受入方針の策定について，研究科講座主任会議，

研究科委員会で学生受入方針が十分審議・承認され，研

究科だけでなく，専攻ごとに明確に策定されている点は，

優れている。 

学内外への周知について，学生募集要項，パンフレッ

ト，ホームページ等に掲載されており，相応である。在

外公館を通じて学生募集要項を東南アジアやアフリカ等

諸外国にも配布していることは，特筆すべき取組である。 

学生受入方針に従った方策として，入学者選抜に関し，

国際社会に貢献できる研究者を養成するという教育目的

に対して多様な入学試験を行っており，相応である。 

 

 
この項目の水準は，「教育目的及び目標の達成に相応に

貢献している。」である。 
 

 

◇特に優れた点及び改善点等 

 

学生受入方針の策定について，研究科講座主任会議，

研究科委員会で学生受入方針が十分審議・承認され，研

究科だけでなく，専攻ごとに明確に策定されている点は，

優れている。 

各国の大学，在外公館を通じて学生募集要項を東南ア

ジアやアフリカ等諸外国にも配布していることは，特筆

すべき取組である。 

 

 

 

 

Ⅲ 評価項目ごとの評価結果  

１．教育の実施体制 
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 この項目では，対象組織における「教育内容面での取

組」について，「教育課程の編成に関する取組状況」及び

「授業（研究指導を含む）の内容に関する取組状況」の

要素ごとに教育目的及び目標の実現に向けた貢献の程度

を判断し，それらを総合的に判断した上で項目全体の貢

献の程度を評価し，水準を導き出したものを示している。

また，特に重要な点を「特に優れた点及び改善点等」と

して示している。 
 
 
◇目的及び目標の実現への貢献度の状況 
 
【要素１】教育課程の編成に関する取組状況 

教育課程の体系的な編成に関しては，年に２度の入学

及び修了の機会を与えているセメスター制（１学年複数

学期制の授業形態で，一つの授業を学期ごとに完結させ

る制度），将来研究者としての道を歩むための「課題研究

コース」，高度技術者としての道を歩むための「特別研究

コース」の２大コース制を設定するなどユニークな試み

がなされ，またそれぞれの特徴を活かすカリキュラム編

成などの取組は，優れている。 

編成上の配慮として，特別研究コースでは第４セメス

ター（２年次後期）に２週間程度の研究機関や企業等で

の体験実習が課せられているなどの取組は優れているが，

特別研究コースの選択者が非常に少ないことは，改善の

余地がある。 
 
【要素２】授業（研究指導を含む）の内容に関する取組

状況 
教育課程の編成に沿った授業内容とするため，常に新

鮮さを保ち，学生の勉学意欲を向上させる試みとして研

究科共通科目である「科学方法論」を開講している点は，

特色ある取組である。 

生態環境科学専攻の環境生物学講座では，研究中間発

表を英語で行っており，国際的感覚を養う上で，特色あ

る取組である。 

授業内容等の研究・研修（ファカルティ・ディベロッ 

プメント，以下「ＦＤ」という。）について，研究科と 

しての取組がないことは，改善の余地がある。 

 

この項目の水準は，「教育目的及び目標の達成におおむ

ね貢献している。」である。 
 
 
◇ 特に優れた点及び改善点等 

 

教育課程の体系的な編成に関しては，年に２度の入学

及び修了の機会を与えているセメスター制，将来研究者

としての道を歩むための「課題研究コース」，高度技術者

としての道を歩むための「特別研究コース」の２大コー

ス制を設定するなどユニークな試みがなされ，またそれ

ぞれの特徴を活かすカリキュラム編成などの取組は，優

れている。 

 研究科共通科目である「科学方法論」を開講している

点は，特色ある取組である。 
 生態環境科学専攻の環境生物学講座では，研究中間発

表を英語で行っており，国際的感覚を養う上で，特色あ

る取組である。 

 ＦＤについて，研究科としての取組がないことは，改

善の余地がある。 

 

 

 

 

 

 

２．教育内容面での取組 
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 この項目では，対象組織における「教育方法及び成績

評価面での取組」について，「授業形態，研究指導法等の

教育方法に関する取組状況」，「成績評価法に関する取組

状況」及び「施設・設備の整備・活用に関する取組状況」

の要素ごとに教育目的及び目標の実現に向けた貢献の程

度を判断し，それらを総合的に判断した上で項目全体の

貢献の程度を評価し，水準を導き出したものを示してい

る。また，特に重要な点を「特に優れた点及び改善点等」

として示している。 
 

 
◇目的及び目標の実現への貢献度の状況 
 
【要素１】授業形態，研究指導法等の教育方法に関する

取組状況 
教育課程を展開するための研究指導法として，少人数

教育を活かしての視聴覚機器を活用した対話型の授業方

法，主指導教員と副指導教員の複数指導体制，学部学生

の実験・実習の補助や卒業論文の指導のためティーチン

グ・アシスタント（学部の教育補助業務を行う大学院学

生）を採用し，教育方法や研究指導法を修得させる等の

取組は，相応である。 

研究指導方法等についての配慮として，大学院学生に

対して学会発表，学会誌への投稿を推奨しており，３年

間で約 130 編の論文発表と約 400 件の学会発表が行われ

ていることは，優れている。 

 
【要素２】成績評価法に関する取組状況 
 成績評価基準の設定について，講義は出席状況，レポ

ートによる成績評価が中心で，全体的に主指導教員と副

指導教員の裁量の範囲が広く基準が曖昧であり，問題が

ある。 

修士課程の学位の授与方針・基準の設定について，最

低３名以上の主査，副査による合否判定と修士論文発表

会での発表による審査方法は，相応である。 

 
【要素３】施設・設備の整備・活用に関する取組状況 
 セミナー室，大学院学生研究室，実験室の整備・活用， 

視聴覚機器の講義室への設置等は，大学院学生の学問の

理解度の促進に貢献するものであり，相応である。 

 
関連設備，図書等の資料の整備・活用に関して，教員

研究室のみならず，大学院学生研究室やセミナー室等に

ＬＡＮ端末が設置されており，また附属図書館には国内

外の雑誌をホームページ上で検索・利用できるように電

子ジャーナルシステムが導入され教育に貢献しているこ

とは，相応である。 
 
 

この項目の水準は，「教育目的及び目標の達成に相応に

貢献している。」である。 
 
 
◇特に優れた点及び改善点等 
 

研究指導方法等についての配慮として，大学院学生に

対して学会発表，学会誌への投稿を推奨しており，３年

間で約 130 編の論文発表と約 400 件の学会発表が行われ

ていることは，優れている。 

成績評価基準の設定について，講義は出席状況，レポ

ートによる成績評価が中心で，全体的に主指導教員と副

指導教員の裁量の範囲が広く基準が曖昧であり，問題が

ある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．教育方法及び成績評価面での取組 
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 この項目では，対象組織における「教育の達成状況」

について，「学生が身に付けた学力や育成された資質・能

力の状況から判断した達成状況」及び「進学や就職など

の修了後の進路の状況から判断した達成状況」の要素ご

とに教育目的及び目標に照らした達成の程度を判断し，

それらを総合的に判断した上で項目全体の達成の程度を

評価し，水準を導き出したものを示している。また，特

に重要な点を「特に優れた点及び改善点等」として示し

ている。 

 
 
◇目的及び目標に照らした達成度の状況 

 

【要素１】学生が身に付けた学力や育成された資質・能

力の状況から判断した達成状況 
単位取得，進級，修了及び資格取得などの各段階での

状況からの判断は，研究科平均 92％の修了率や国内外合

わせて３年間で約 400 件の学会発表数，約 130 編の論文

発表数，70％程度の学生が修了要件単位（30 単位）を４

単位前後超えて取得していることなどから， 相応である。 

 
【要素２】進学や就職などの修了後の進路の状況から判

断した達成状況 
博士課程への進学率及び現状の厳しい経済状況下での

就職状況から判断して，大学院での学修成果を反映した

進路を選んでいる大学院学生が比較的多いと見受けられ，

大学の立地条件や平成 12 年度に新設された点を考慮す

れば，相応である。 

雇用主の修了生に対する評価に関して，組織としての

取組に至っておらず，達成状況を把握するための取組に

ついて，検討する必要がある。 
 
 
この項目の水準は，「教育目的及び目標において意図す

る教育の成果が相応に達成されている。」である。                      

 
 
 
 

 
◇特に優れた点及び改善点等 
 
 雇用主の修了生に対する評価に関して，組織としての

取組に至っておらず，達成状況を把握するための取組に

ついて，検討する必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．教育の達成状況 
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 この項目では，対象組織における「学習に対する支援」

について，「学習に対する支援体制の整備・活用に関する

取組状況」及び「自主的学習環境（施設・設備）の整備・

活用に関する取組状況」の要素ごとに教育目的及び目標

の実現に向けた貢献の程度を判断し，それらを総合的に

判断した上で項目全体の貢献の程度を評価し，水準を導

き出したものを示している。また，特に重要な点を「特

に優れた点及び改善点等」として示している。 

 

 
◇目的及び目標の実現への貢献度の状況 
 
【要素１】学習に対する支援体制の整備・活用に関する

取組状況 
授業科目や専門，専攻選択の際のガイダンス等につい

ては，研究科全体のオリエンテーションや，入学時に決

定されている主・副の指導教員による学習面でのきめ細

かい指導などの取組は，優れている。 

学習を進める上での相談・助言体制について，学生相

談室を設け学生の悩みや相談に応じる取組，留学生に対

する支援体制として留学生担当教員の配置，日本人学生

をチューターとして充てる制度，正課外の学習支援とし

て，広範な知識に触れさせるための外部講師による特別

セミナーの実施など，これらの取組は，相応である。 

 

【要素２】自主的学習環境（施設・設備）の整備・活用

に関する取組状況 
 図書館の午後９時半までの開館及び休日開館，情報処

理センターの休日開館，講義室をセミナー室として開放

していること，学生がグループで輪読会等をできるよう

に専攻の演習室を整備していることなど，学生が自主的

に学習できる環境作りをしている取組は，相応である。 

 

 

この項目の水準は，「教育目的及び目標の達成におおむ

ね貢献している。」である。 

 
 
 

 
◇特に優れた点及び改善点等 
 

 授業科目や専門，専攻選択の際のガイダンス等につい

ては，研究科全体のオリエンテーションや，入学時に決

定されている主・副の指導教員による学習面でのきめ細

かい指導などの取組は，優れている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５．学習に対する支援 
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 この項目では，対象組織における「教育の質の向上及

び改善のためのシステム」について，「組織としての教育

活動及び個々の教員の教育活動を評価する体制」及び「評

価結果を教育の質の向上及び改善の取組に結び付けるシ

ステムの整備及び機能状況」の要素ごとに改善システム

の機能の程度を判断し，それらを総合的に判断した上で

項目全体の機能の程度を評価し，水準を導き出したもの

を示している。また，特に重要な点を「特に優れた点及

び改善点等」として示している。 
 

 
◇改善システムの機能の状況 
 
【要素１】組織としての教育活動及び個々の教員の教育

活動を評価する体制 
各専攻，講座及び研究科講座主任会議が教育活動を評

価する体制として機能していることは相応であるが，研

究科の点検・評価を行う独立した委員会等の設置が必要

であり，組織として教育活動を評価する体制については，

改善の必要がある。 

研究科が設置されてまだ４年目であるが，外部者によ

る教育活動の評価は行われていないことは，今後の課題

である。 

個々の教員の教育活動を評価する体制としては，一部

の教員が自分の講義に関するアンケート等を個人として

行ってはいるが，研究科として，独自の取組がなされて

おらず，改善の必要がある。 

 
【要素２】評価結果を教育の質の向上及び改善の取組に

結び付けるシステムの整備及び機能状況 
 研究科講座主任会議が改善策を検討し，各専攻，教員

にフィードバックしている点は相応の取組であるが，点

検・評価を行っていく専門委員会の設置が望まれる。 
研究科講座主任会議ではカリキュラムワーキング・グ

ループ（ＷＧ）が設置され，教育の質の向上及び改善の

取組に結び付けるための方策に努力しようとしているが，

評価結果を教育の質の向上及び改善の取組に結び付ける 
具体的かつ継続的な方策が講じられていないことは，改

善の必要がある。 

 

この項目の水準は，「向上及び改善のためのシステムが

ある程度機能している。」である。 

 
 
◇特に優れた点及び改善点等 
 
 研究科の点検・評価を行う独立した委員会等の設置が

必要であり，組織として教育活動を評価する体制につい

て，改善の必要がある。 
 個々の教員の教育活動を評価する体制としては，一部

の教員が自分の講義に関するアンケート等を個人として

行ってはいるが，研究科として，独自の取組がなされて

おらず，改善の必要がある。 
評価結果を教育の質の向上及び改善の取組に結び付け

る具体的かつ継続的な方策が講じられていないことは，    

改善の必要がある。 
 
 
 
 

６．教育の質の向上及び改善のためのシステム 
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１．教育の実施体制 

学生受入方針の策定について，研究科講座主任会議，

研究科委員会で学生受入方針が十分審議・承認され，研

究科だけでなく，専攻ごとに明確に策定されている点は，

優れている。 

各国の大学，在外公館を通じて学生募集要項を東南ア

ジアやアフリカ等諸外国にも配布していることは，特筆

すべき取組である。 

 

この項目の水準は，「教育目的及び目標の達成に相応に

貢献している。」である。 

 

２．教育内容面での取組 

教育課程の体系的な編成に関しては，年に２度の入学

及び修了の機会を与えているセメスター制，将来研究者

としての道を歩むための「課題研究コース」，高度技術者

としての道を歩むための「特別研究コース」の２大コー

ス制を設定するなどユニークな試みがなされ，またそれ

ぞれの特徴を活かすカリキュラム編成などの取組は，優

れている。 

 生態環境科学専攻の環境生物学講座では，研究中間発

表を英語で行っており，国際的感覚を養う上で，特色あ

る取組である。 

 ＦＤについて，研究科としての取組がないことは，改

善の余地がある。 

 

この項目の水準は，「教育目的及び目標の達成におおむ

ね貢献している。」である。 

 

３．教育方法及び成績評価面での取組 

 研究指導方法等についての配慮として，大学院学生に

対して学会発表，学会誌への投稿を推奨しており，３年

間で約 130 編の論文発表と約 400 件の学会発表が行われ

ていることは，優れている。 

成績評価基準の設定について，講義は出席状況，レポ

ートによる成績評価が中心で，全体的に主指導教員と副 

指導教員の裁量の範囲が広く基準が曖昧であり，問題が 

ある。 

 

この項目の水準は，「教育目的及び目標の達成に相応に

貢献している。」である。 

 

４．教育の達成状況 

雇用主の修了生に対する評価に関して，組織としての

取組に至っておらず，達成状況を把握するための取組に

ついて，検討する必要がある。 

 

この項目の水準は，「教育目的及び目標において意図す

る教育の成果が相応に達成されている。」である。 

 

５．学習に対する支援 

授業科目や専門，専攻選択の際のガイダンス等につい

ては，研究科全体のオリエンテーションや，入学時に決

定されている主・副の指導教員による学習面でのきめ細

かい指導などの取組は，優れている。 

 

この項目の水準は，「教育目的及び目標の達成におおむ

ね貢献している。」である。 

 

６．教育の質の向上及び改善のためのシステム 

研究科の点検・評価を行う独立した委員会等の設置が

必要であり，組織として教育活動を評価する体制につい

て，改善の必要がある。 
 個々の教員の教育活動を評価する体制としては，一部

の教員が自分の講義に関するアンケート等を個人として

行ってはいるが，研究科として，独自の取組がなされて

おらず，改善の必要がある。 
評価結果を教育の質の向上及び改善の取組に結び付け

る具体的かつ継続的な方策が講じられていないことは，

改善の必要がある。 
 
この項目の水準は，「向上及び改善のためのシステムが

ある程度機能している。」である。

 

Ⅳ 評価結果の概要  


